
（7）市議会だより 213号

議案番号 件　　　名 議決結果

議　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

案

第１号 龍ケ崎市手話言語条例について 全員賛成で可決

第２号 龍ケ崎市職員の給与に関する条例及び龍ケ崎市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一
部を改正する条例について 全員賛成で可決

第３号 龍ケ崎市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例につい
て 賛成多数で可決

第４号 龍ケ崎市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例について 全員賛成で可決

第５号 龍ケ崎市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 全員賛成で可決

第６号 龍ケ崎市職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例について 全員賛成で可決

第７号 龍ケ崎市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例につい
て 全員賛成で可決

第８号 龍ケ崎市手数料条例の一部を改正する条例について 全員賛成で可決

第９号 龍ケ崎市ふるさとふれあい公園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について 賛成多数で可決

第 10号 龍ケ崎市子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例について 全員賛成で可決

第 11号 龍ケ崎市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例に
ついて 全員賛成で可決

第 12号 龍ケ崎市放課後児童健全育成事業実施条例の一部を改正する条例について 全員賛成で可決

第 13号 あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例の一部を改正する条例について 全員賛成で可決

第 14号 龍ケ崎市介護保険条例の一部を改正する条例について 賛成多数で可決

第 15号 龍ケ崎市土砂等による土地の埋立て、盛土及び堆積の規制に関する条例の一部を改正する条例
について 全員賛成で可決

第 16号 龍ケ崎市太陽光発電設備設置事業の自然環境等との調和と適正管理に関する条例の一部を改正
する条例について 全員賛成で可決

第 17号 龍ケ崎市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例について 全員賛成で可決

第 18号 龍ケ崎市人・農地プラン審議会条例を廃止する条例について 全員賛成で可決

第 19号 工事請負契約について（令和６～７年度新長戸コミュニティセンター整備工事（建築工事）） 全員賛成で可決

第 20号 工事請負契約に関する議決事件の変更について（令和５～６年度（仮称）新保健福祉施設建設
工事（建築工事）） 全員賛成で可決

第 21号 工事請負契約に関する議決事件の変更について（令和５～６年度（仮称）新保健福祉施設建設
工事（電気設備工事）） 全員賛成で可決

第 22号 工事請負契約に関する議決事件の変更について（令和５～６年度（仮称）新保健福祉施設建設
工事（機械設備工事）） 全員賛成で可決

結 果議 決
令和７年第１回定例会 （会期：２月27日～３月 19日（21日間））

※賛否が分かれた議案等（　　　　部分）に対する議員の態度については、９ページに掲載しています



市議会だより 213号（8）

議案等番号 件　　　名 議決結果

議　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

案

第 23号 令和６年度龍ケ崎市一般会計補正予算（第７号） 賛成多数で可決

第 24号 令和６年度龍ケ崎市国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号） 全員賛成で可決

第 25号 令和６年度龍ケ崎市介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 全員賛成で可決

第 26号 令和６年度龍ケ崎市児童発達支援事業特別会計補正予算（第３号） 全員賛成で可決

第 27号 令和６年度龍ケ崎市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第３号） 全員賛成で可決

第 28号 令和６年度龍ケ崎市下水道事業会計補正予算（第４号） 全員賛成で可決

第 29号 令和６年度龍ケ崎市一般会計補正予算（第８号） 全員賛成で可決

第 30号 令和６年度龍ケ崎市国民健康保険事業特別会計補正予算（第５号） 全員賛成で可決

第 31号 令和６年度龍ケ崎市介護保険事業特別会計補正予算（第４号）　 全員賛成で可決

第 32号 令和６年度龍ケ崎市児童発達支援事業特別会計補正予算（第４号） 全員賛成で可決

第 33号 令和６年度龍ケ崎市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第４号） 全員賛成で可決

第 34号 令和６年度龍ケ崎市下水道事業会計補正予算（第５号） 全員賛成で可決

第 35号 令和７年度龍ケ崎市一般会計予算 賛成多数で可決

第 36号 令和７年度龍ケ崎市国民健康保険事業特別会計予算 全員賛成で可決

第 37号 令和７年度龍ケ崎市介護保険事業特別会計予算 全員賛成で可決

第 38号 令和７年度龍ケ崎市児童発達支援事業特別会計予算 全員賛成で可決

第 39号 令和７年度龍ケ崎市後期高齢者医療事業特別会計予算 全員賛成で可決

第 40号 令和７年度龍ケ崎市下水道事業会計予算 全員賛成で可決

第 41号 龍ケ崎市教育委員会教育長の任命について 全員賛成で同意

第 42号 龍ケ崎市教育委員会委員の任命について 全員賛成で同意

第 43号 龍ケ崎市教育委員会委員の任命について 全員賛成で同意

第 44号 龍ケ崎市固定資産評価審査委員会委員の選任について 全員賛成で同意

第 45号 龍ケ崎市固定資産評価審査委員会委員の選任について 全員賛成で同意

第 46号 龍ケ崎市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の
運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について 全員賛成で可決

第 47号 龍ケ崎市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例に
ついて 全員賛成で可決

第 48号 龍ケ崎市議会会議規則の一部を改正する規則について 全員賛成で可決

第 49号 龍ケ崎市議会委員会条例の一部を改正する条例について 全員賛成で可決

※賛否が分かれた議案等（　　　　部分）に対する議員の態度については、次ページに掲載しています



常任委員会が再編されます常任委員会が再編されます

（9）市議会だより 213号

※採決の結果、賛否が分かれた議案等を掲載しています
※議長（油原議員）は採決に加わりません	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○＝賛成　×＝反対　
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議３ 可決 16 5 ✕ ✕ ✕ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ✕ ○ ー ○ ✕ ○ ○ ○ ○

議９ 可決 19 2 ✕ ✕ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー ○ ○ ○ ○ ○ ○

議14 可決 19 2 ✕ ✕ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー ○ ○ ○ ○ ○ ○

議23 可決 18 3 ○ ○ ✕ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ✕ ○ ー ○ ✕ ○ ○ ○ ○

議35 可決 19 2 ✕ ✕ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案等に対する議員の賛否

議案等番号 件　　　名 議決結果

諮　

問

第 1号 人権擁護委員の推薦について 全員賛成で同意

第 2号 人権擁護委員の推薦について 全員賛成で同意

報　
　
　
　
　

告

第 1号 専決処分の承認を求めることについて（令和６年度龍ケ崎市一般会計補正予算（第６号）） 全員賛成で承認

第 2号 専決処分の承認を求めることについて（令和６年度龍ケ崎市下水道事業会計補正予算（第３号）） 全員賛成で承認

第 3号 専決処分の承認を求めることについて（和解に関することについて）
[市道の舗装部に生じた段差が軽自動車のタイヤを破損させた事故 ] 全員賛成で承認

第 4号 専決処分の承認を求めることについて（和解に関することについて）
[市道の舗装部に生じた段差が軽自動車のタイヤ及びホイールを破損させた事故 ] 全員賛成で承認

第 5号 専決処分の承認を求めることについて（和解に関することについて）
[市道の舗装部に生じた段差が軽自動車のタイヤ及びホイールを破損させた事故 ] 全員賛成で承認

第 6号 専決処分の承認を求めることについて（和解に関することについて）
[駐車中の公用車に普通乗用車が接触した事故 ] 全員賛成で承認

第 7号 専決処分の報告について（和解に関することについて）
[敷地内で公用車と小型乗用車が接触した事故 ] ―

第 8号 専決処分の報告について（和解に関することについて）
[敷地内で公用車と歩行者が接触した事故 ] ―

※報告第７号及び報告第８号は、地方自治法第 180条による専決処分であるため報告のみ（議決不要）

　現在設置されている３つの常任委員会（総務、文教福祉、都市経済）が以下のとおり再編されます。

　◆総務教育委員会…総合政策部、総務部及び会計課並びに教育委員会の所管に属する事項並びに
　　　　　　　　　　その他の所管に属さない事項
　◆健康福祉委員会…福祉部及び健康スポーツ部の所管に属する事項
　◆都市経済委員会…市民経済部及び都市整備部並びに農業委員会の所管に属する事項（変更なし）


